
第２波に備える新たな対応

（基本的考え方）
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〇 ロードマップがステップ３に移行することで、休業要請等はほぼ終了し、経済社

会活動が全面的に営まれる新たな局面に入っていく。有効なワクチンの開発・普及

まで相当の時間を要することを踏まえると、今後、我々は、新型コロナウイルスと

ともに生きる「ウィズ コロナ」という新たなステージに立って、第２波に備えた適

切な感染拡大防止策を講じつつ、経済社会活動や都民生活を営んでいく必要がある。

〇 このため、感染拡大の防止に向けて、検査体制の拡充や積極的な疫学調査の実施

により、感染者を迅速に把握するとともに、継続的なモニタリングにより、第２波

の予兆を的確に捉える取組を進めていく。また、第２波に備え、重症度等に応じた

医療提供体制の確保に万全を期していく。

〇 同時に、経済社会活動そのものを、「新しい日常」に適合したものへと変革して

いくため、事業者の感染拡大防止のための自主的な取組への支援や、テレワーク・

時差出勤の実践を促進することで、「ウィズ コロナ」の社会を実現していく。

〇 都庁組織についても、第２波に機動的に対応するための体制整備やデジタルトラ

ンスフォーメーションの推進など、「ウィズ コロナ」を支える取組を進めていく。



１． 第２波に備えた検査・医療体制の構築

３． 都庁組織の強化

２． 「新しい日常」を実践する経済社会活動への支援
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（１） 感染症への組織対応力の強化

（３） 医療提供体制の拡充

（２） 検査体制の拡充



１．第２波に備えた検査・医療体制の構築
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・ 国内の医療・研究機関との連携によるアドバイザー機能の強化

・ 患者情報・医療情報をリアルタイムで一元管理

・ 疫学調査・分析機能の充実

・ 本庁の機能強化・保健所との連携強化 など

〇 専門家の意見なども踏まえながら、感染症に対応する組織力の抜本的な強化を

図っていく。

(1) 感染症への組織対応力の強化

（検討事項）

〇今後起こりうる新型コロナウイルス感染症の第２波に備えて、庁内に感染症対策検討

チームを設置し、外部専門家の意見を伺いながら、感染状況の把握・分析や検査・医

療体制の拡充など、感染症全般にわたる多面的な検討を進める。

〇これにより、喫緊の課題への対応及び体制整備に関する方針を６月中にまとめ、７月

には第２波への対策の全体像をまとめる。



4

(2) 検査体制の拡充

（検討事項）

〇 感染の再拡大期において、必要な検査や診療を誰もが迅速に受けられる十分な

体制を確保する。

・PCR検査の充実（１日当たり処理能力１万件）
✓ 新たな検査機器の導入支援
✓ 大学等研究機関の活用
✓ 診療所における唾液検査実施による受け皿拡大

・陽性の迅速判定ができる抗原検査を２次救急医療機関で活用、
抗体検査の継続的な実施

・オンライン診療体制の拡充とICTの更なる活用

・必要な検査や診療を誰もが迅速に受けられる体制の充実

・接待を伴う飲食店（※）等について、国・区保健所や業界団体など
官民連携による受診勧奨や相談体制の確保を推進
（※ バー、キャバレー、ホストクラブなど、いわゆる「夜の街」）

・下水中の新型コロナウイルス分析による感染拡大兆候の早期把握の研究

・検査体制の拡充に伴い、モニタリング指標等について専門家の意見を踏まえ検討 など
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〇第２波が到来した際にも、重症度や患者の特性に応じて適切に受け入れられる

医療提供体制を整備する。

〇無症状者・軽症者用の宿泊療養施設を流行状況に応じて迅速に確保する。

（検討事項）

(3) 医療提供体制の拡充

・重症度や患者の特性に応じて患者を受け入れる医療機関の指定
（６月中に重点医療機関２０病院）

・中等症患者用の感染症専用医療機関の確保に向けた取組の推進

・流行状況に応じた無症状者・軽症者用の宿泊療養施設の確保

・院内感染防止対策の強化

（感染防止動画・ガイドラインの作成、専門家による感染防止状況のチェック）

・現場を離れている看護師を迅速に確保できる仕組みの構築 など



２． 「新しい日常」を実践する経済社会活動への支援
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（検討事項）

（速やかに取り組む事項）
・ガイドラインに沿った事業者による感染防止策の実践を徹底するため、
業種別チェックシートや感染拡大防止ステッカーをオンラインで提供（6/12～)

・東京版新型コロナ見守りサービス（6/12～）等、ICTの更なる活用

・テレワークなど「新しい日常」の実現のための公労使会議（6月中開催）

・コロナの影響を踏まえた産業振興を検討する有識者会議（6月中開催） など

〇 「新しい日常」に適合した経済社会活動のあり方を展望し、その変革に向けた都民や

事業者の取組を多面的に支援していく方策について検討し、速やかに実施していく。

・非接触サービスの導入等、「新しい日常」に適合するための業態転換への支援など、
幅広い支援策を実施

・国の家賃補助と連携した、事業者に対する新たな支援策を構築

・芸術文化活動を支えるため、アーティストの新たな取組を支援

・第二の就職氷河期を生まないための就業支援・職業訓練の強化

・テレワークや時差出勤の定着、オンライン教育やデジタルガバメントの推進など、

社会構造の変革に向けた取組を推進

・「新しい日常」にふさわしい暑さ対策の検討

・第２波を見据えた、外出自粛等の都民・事業者への呼び掛けのあり方を検討 など



３． 都庁組織の強化
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〇第２波に備え、都庁の総力を結集し、危機管理体制の整備やデジタルトランスフォー
メーションの推進などに取り組み、感染拡大時の対応力を強化する。

（速やかに取り組む事項）

（検討事項）

・感染症の拡大状況に応じた機動的な人員配置を迅速に行うため、予め全庁的な
応援体制を準備 など

・庁内各局の新型コロナ対策におけるICT活用をサポートする「東京テックチーム」
を創設（6/12～）
✓ ICTを活用した全庁横断的な取組を推進
（取組例）東京版新型コロナ見守りサービスの活用

施設の予約システムの導入支援
行政手続きのデジタル化 など

・コロナ後を見据えた都財政に関する有識者意見交換会（6月中開催）

・東京都技術会議でコロナ対応を契機としたICT・デジタル化推進等を検討（6月中開催）など


